
実験系廃液の分別フロー

⇒「有害物類」無機廃液搬出票を使⽤

⇒「有害物類」無機廃液搬出票を使⽤ ⇒「アルカリ性・酸性」無機廃液搬出票を使⽤

⇒有機廃液搬出票を使⽤

綿，シリカゲルなど固形物を含むか？

実験系廃液（固形物混合物を含む）

廃液タンクへ投入する前に，目視により，

明らかな固形物を取り除く

水銀化合物を含むか，又は金属水銀を使用する小型実験器具か？ ③ 水銀又はその化合物を含む廃液

実験系廃棄物の分類を参照
※砂，土，泥，研磨粉，塗料など実験

系廃棄物の分別表に該当しないものが

発生したら，下記に問い合わせること

有機ハロゲン化合物，又は右表の有害物質を含むか？ ⑩ 有機ハロゲン化合物又は有害物質を含む廃油

⑪ ⑩以外の廃油類

右表の有害物質，又は硫化物を含むか？ pHが12.5以上か？

pHが2.0以下か？

⑤ pH12.5以上のアルカリ性廃液

⑥ pH2.0以下の酸性廃液

pHが7.1～12.4か？ ⑦ pH7.1～12.4のアルカリ性廃液

pHが2.1～7.0か？ ⑧ pH2.1～7.0の酸性廃液

シアン化合物を含むか？

硫化物を含むか？

④ その他，有害物質を含む廃液

① シアン化合物を含む廃液
※pHを12以上にすること

② 硫化物を含む廃液
※pHを12以上にすること

固形物

液体

スタート

実験系廃棄物類に関する

不明点は以下に連絡すること
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YES

NO

※シアン化合物等を含む物はpHを12以上にすること

表：廃棄物処理法における

　　有害物質

アルキル水銀化合物

水銀又はその化合物

カドミウム又はその化合物

鉛又はその化合物

有機リン化合物

六価クロム化合物

ヒ素又はその化合物

シアン化合物

PCB

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン又はその化合物

1,4-ジオキサン

YES

NO
※タンク投入後に生成した固形物の除去は不要
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洗浄前の主たる成分が有機廃液（廃油）か？ ※有機・無機混合液の場合は，有機廃液（廃油）分が50％以上か？


